
基本
目標

(2)　保育所・幼稚園等における食育の推進 ・保育所等を通じた取組の推進

ウ 外部機関と連携した効果的な食育の推進

(2)　次世代を育むための食育の推進

(1)　千葉県産農林水産物の魅力発信

(2)　地産地消の推進

(1)　農林漁業及び食に関する体験活動の促進

(2)　都市と農山漁村の交流活動の促進

(1)　地域の食文化の情報発信・普及

(2)　地域の食文化の継承

(1)　環境にやさしい農業の推進及び消費者への理解促進

(2)　環境を意識した食生活や食品ロスの削減の推進

(3)　災害時の備えの推進

(1)　食品関連事業者等と連携した情報発信

(2)　市町村食育推進計画の策定と施策の促進

(1)　食品の安全・安心に関する必要な情報の提供

(2)　食品関連事業者等との連携による情報提供の充実

(3)　食生活等に関する情報提供

(4)　デジタル（オンライン）を活用した食育情報の発信

・食生活や栄養等に関する情報提供　・国等の調査結果等に関する情報提供

・デジタルツールを活用した非接触型の食育の推進

ア 食に関する指導の全体計画及び年間指導計画の見直しと効果的活用の推進

・食育推進運動に資する情報の提供　・食育月間における取組の充実

・市町村食育推進計画の策定と施策の促進

・食品の安全・安心に関する必要な情報の提供

・食品表示の適正化の推進　・食品の安全に関する自主管理と情報開示の促進

・健康ちば協力店等を通じた情報発信　・食品関連事業者等と連携した情報発信

・ちば食育サポート企業による食育活動の促進

・事業者等による食育の推進（ワークライフバランスの推進、従業員への啓発等）

・事業者・団体等による地域における共食の推進

・多様な関係者の連携・協力の強化

・環境に配慮した食生活の推進　・「ちば食べきりエコスタイル」の展開
・未利用食品の有効活用や再生利用の推進

・家庭における備えの啓発

・ちば食育ボランティアや食生活改善推進員等の育成

・農林漁業者等による食育活動の促進

・調理業務や歯科保健に携わる者の資質向上

・特定給食施設等の指導及び講習等による栄養管理の向上

・グリーン・ブルーツーリズム等の促進　・農山漁村コミュニティの維持・活性化

・地域の食文化の情報収集と発信　・関連産業との連携による地域の食文化の普及

・郷土料理等の伝承の促進　・若い世代への地域の食文化の継承

・環境にやさしい農業の推進　・環境にやさしい農業に対する消費者への理解促進

・農林漁業及び食に関する体験活動の促進
・学校における体験活動を取り入れた効果的な食育の推進

・保護者等が担う子供の食育への支援

ア 大学や企業と連携した取組の推進

イ 健診等を通じた望ましい食生活の普及啓発

ウ 歯科口腔保健の推進

ア 企業と連携した取組の推進

イ 健診等を通じた望ましい食生活の普及啓発

ウ 歯科口腔保健の推進

ア 低栄養予防に向けた望ましい食生活の取組

イ 歯科口腔保健の推進

・県産農林水産物の魅力発信　　・イベントを契機とした県産農林水産物のPR
・「チーバくん」を活用した県産農林水産物のPR

・学校給食等における地場産物の活用と米飯給食の推進
・農林漁業者等の６次産業化による地産地消の推進
・食品等事業者との連携による地産地消の推進

ウ 歯科口腔保健の推進

オ 関係団体等と連携した地場産物の活用普及啓発の推進

ア 学校歯科保健活動を含めた、一人ひとりに応じた健康相談や指導の推進

イ 「家庭教育リーフレット」等、家庭教育を支援するための資料の活用促進

ウ 食育に関する情報提供等の取組の推進

ア 学校の教育活動全体を通じた食育の推進

イ 関係教科を中心とした食に関する指導の推進

ア 食の自立に向けた意識を高め、健全な食生活の実践に向けた食育の推進

イ 「早寝、早起き、朝ごはん」国民運動の定着

ウ 「ちば型食生活」の定着

ア 大学や企業等と連携した取組の推進

イ 健診等を通じた望ましい食生活の普及啓発

エ 地場産物活用の促進

施　　策　　の　　展　　開　　方　　向

ア 保護者に対する乳幼児の食習慣・食行動定着のための基本的な知識の啓発

イ 歯・口腔機能の発達段階に応じた食事の啓発

イ 栄養教諭等を中心とした食に関する指導の充実の推進

ウ 学校栄養職員の栄養職員への移行と配置促進

エ 学校、家庭、地域が連携した食育に関する取組の推進

オ 学校における体験活動を取り入れた効果的な食育の継続・発展

カ 給食の時間等での栄養教諭等による指導、教材の作成等の効果的な食育の推進

(2)　学校給食を活用した食育の充実と地場産物の活用の推
進

キ 授業研究・授業公開・研修による食に関する指導の充実とその成果の普及啓発

ク 「早寝、早起き、朝ごはん」国民運動の継続

ア 学校給食を生きた教材として活用した食育の充実

イ 学校給食での郷土料理等の積極的な導入とへの理解促進

ウ 安全安心な学校給食の提供の維持継続
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１ 食育を進める人材の確保

(1)　食育を進める人材の育成及び活動の促進

(2)　専門的知識を有する人材の養成

２ 多様な関係者の連携強化
(2)　事業者や団体等による食育を進めるための環境づくり

３ 地域における取組の強化
(1)　食育推進運動の展開

４ 食に関する情報の提供

２ 生産者と消費者の交流の促
進

３ 食文化の普及と継承

４ 食の環境の調和や、災害時
を意識した取組の推進

５ 壮年期 (1)　生活習慣予防や健康づくりのための食育の推進

６ 高齢期

(1)　生活習慣予防や健康づくりのための食育の推進

(2)　低栄養傾向を予防するための食育の推進

第４次千葉県食育推進計画における施策の展開方向（案）                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   資料６

施　策　項　目
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１ 就学前の子供
(1)　家庭における望ましい食習慣の実践向けた取組

２ 小学生・中学生

(1)　学校における食育の指導体制と指導内容の充実

(3)　食育を通じた健康状態の改善等の推進

３ 高校生

(1)　学校における食育の指導体制と指導内容の充実

(2)　食育を通じた健康状態の改善等の推進

４ 青年期
(1)　生活習慣予防や健康づくりのための食育の推進

生
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１ 魅力発信と地産地消の推進


